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(57)【要約】
【課題】　軸長を短縮化できる内燃機関の可変圧縮比機
構のアクチュエータおよび内燃機関用機器に用いられる
アクチュエータを提供する。
【解決手段】　可撓性外歯車36のボス部363は、底部362
から少なくとも一部が胴部361と同じ側へ延びて第２制
御軸11と連結する。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュエータであって、
　モータ軸を回転させる駆動モータと、
　前記モータ軸と一体に回転し、前記モータ軸の回転軸線と直交する断面の外形が非円形
である波動発生器と、
　回転することで前記内燃機関の可変圧縮比機構の姿勢を変化させる制御軸に連結される
有底円筒状の可撓性外歯車であって、胴部と、底部と、外歯と、第１ボス部と、を有し、
　前記胴部は、前記波動発生器の回転により非円形に撓み変形可能な可撓性を有する筒状
に形成され、
　前記底部は、前記回転軸線に沿う方向を軸方向としたとき、前記軸方向において、前記
胴部の両端部である胴部第１端部および胴部第２端部のうち前記胴部第１端部に設けられ
、
　前記外歯は、前記回転軸線の放射方向を径方向としたとき、前記径方向において、前記
胴部の外側の面に設けられ、
　前記第１ボス部は、前記軸方向において、前記底部から少なくとも一部が前記胴部第２
端部の側へ延びて前記制御軸と連結する、
　前記可撓性外歯車と、
　撓み変形された前記胴部の前記外歯と噛み合う内歯を有する内歯車と、
　を有する内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュエータ。
【請求項２】
　請求項１に記載の内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュエータであって、
　前記第１ボス部は、その内周に、前記軸方向において、前記制御軸の両端部である制御
軸第１端部および制御軸第２端部のうち前記制御軸第１端部が挿入された孔部を有し、
　前記制御軸第１端部は、前記径方向において、前記胴部の内側に挿入されている内燃機
関の可変圧縮比機構のアクチュエータ。
【請求項３】
　請求項２に記載の内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュエータであって、
　前記第１ボス部と前記制御軸との連結は、スプライン嵌合である内燃機関の可変圧縮比
機構のアクチュエータ。
【請求項４】
　請求項３に記載の内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュエータであって、
　前記第１ボス部は、前記軸方向において、前記波動発生器と当接可能である内燃機関の
可変圧縮比機構のアクチュエータ。
【請求項５】
　請求項３に記載の内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュエータであって、
　前記制御軸は、前記軸方向において、前記第１ボス部と当接可能であり、前記可撓性外
歯車の前記胴部第２端部から前記胴部第１端部へ向かう側への移動を規制する規制部を有
する内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュエータ。
【請求項６】
　請求項５に記載の内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュエータであって、
　前記規制部は、前記底部と当接可能なフランジであって、前記径方向において、前記フ
ランジの外径は、前記第１ボス部の外径以下である内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュ
エータ。
【請求項７】
　請求項１に記載の内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュエータであって、
　前記第１ボス部は、前記径方向において、全て前記胴部の内側にある内燃機関の可変圧
縮比機構のアクチュエータ。
【請求項８】
　請求項１に記載の内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュエータであって、
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　前記可撓性外歯車は、前記軸方向において、前記底部から前記胴部第１端部の側へ延び
、前記第１ボス部と共に前記制御軸と連結する第２ボス部を有する内燃機関の可変圧縮比
機構のアクチュエータ。
【請求項９】
　請求項１に記載の内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュエータであって、
　前記波動発生器は、前記径方向において、前記可撓性外歯車の内周と接する転がり軸受
を有し、
　前記制御軸は、前記径方向において、前記胴部の内側へ潤滑油を供給する供給油路を有
する内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュエータ。
【請求項１０】
　請求項１に記載の内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュエータであって、
　前記制御軸は、前記軸方向において、前記可撓性外歯車の移動を規制する規制部と、前
記規制部から前記胴部第２端部の側へ延びて前記第１ボス部に挿入される制御軸第１端部
と、を有し、
　前記制御軸第１端部は、前記規制部との連結部分において、前記径方向の内側に凹む溝
を有する内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュエータ。
【請求項１１】
　請求項１に記載の内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュエータであって、
　前記第１ボス部は、前記軸方向において、少なくとも一部が前記外歯とオーバーラップ
する内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュエータ。
【請求項１２】
　内燃機関用機器に用いられるアクチュエータであって、
　モータ軸を回転させる駆動モータと、
　前記モータ軸と一体に回転し、前記モータ軸の回転軸線と直交する断面の外形が非円形
である波動発生器と、
　所定角度範囲で回転することで前記内燃機関用機器の姿勢を変化させる制御軸に連結さ
れる有底円筒状の可撓性外歯車であって、胴部と、底部と、外歯と、第１ボス部と、を有
し、
　前記胴部は、前記波動発生器の回転により非円形に撓み変形可能な可撓性を有する筒状
に形成され、
　前記底部は、前記回転軸線に沿う方向を軸方向としたとき、前記軸方向において、前記
胴部の両端部である胴部第１端部および胴部第２端部のうち前記胴部第１端部に設けられ
、
　前記外歯は、前記回転軸線の放射方向を径方向としたとき、前記径方向において、前記
胴部の外側の面に設けられ、
　前記第１ボス部は、前記軸方向において、前記底部から少なくとも一部が前記胴部第２
端部の側へ延びて前記制御軸と連結する、
　前記可撓性外歯車と、
　撓み変形された前記胴部の前記外歯と噛み合う内歯を有する内歯車と、
　を有する内燃機関用機器に用いられるアクチュエータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュエータおよび内燃機関用機器に用いら
れるアクチュエータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、可変圧縮比機構の制御軸の回転位置を変更するアクチュエータとして
、電動モータの回転速度を波動歯車減速機により減速して制御軸へ伝達するアクチュエー
タが開示されている。波動歯車減速機の可撓性外歯車は、筒状の胴部と、胴部の一端側を
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塞ぐダイヤフラムと、ダイヤフラムの中心に一体成形され制御軸と連結するボス部とを有
する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第2014/027497号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来技術にあっては、ボス部がダイヤフラムを挟んで胴部と反対側
に配置されているため、アクチュエータの軸長が長くなり、車両搭載レイアウトが不利と
なるおそれがあった。
  本発明の目的の一つは、軸長を短縮化できる内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュエー
タおよび内燃機関用機器に用いられるアクチュエータを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一実施形態における内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュエータにおいて、ボ
ス部は、底部から少なくとも一部が胴部と同じ側へ延びて制御軸と連結する。
【発明の効果】
【０００６】
　よって、本発明にあっては、アクチュエータの軸長を短縮化できる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施形態１の可変圧縮比機構のアクチュエータを備えた内燃機関の概略図である
。
【図２】実施形態１の可変圧縮比機構のアクチュエータ40の分解斜視図である。
【図３】実施形態１の可変圧縮比機構のアクチュエータ40の側面図である。
【図４】図３のS4-S4線矢視断面図である。
【図５】実施形態１の可撓性外歯車36を示す図である。
【図６】実施形態１のアクチュエータ40を示す図４の要部拡大図である。
【図７】実施形態２のアクチュエータ40を示す図４の要部拡大図である。
【図８】実施形態３の可撓性外歯車36を示す図５(a)のc-c線矢視断面図である。
【図９】実施形態４の可撓性外歯車36を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　〔実施形態１〕
  図１は、実施形態１の可変圧縮比機構のアクチュエータを備えた内燃機関の概略図であ
る。基本的な構成は、例えば特開2011-169251号公報の図１に記載されたものと同じであ
るため、簡単に説明する。
  ピストン1は、内燃機関（ガソリンエンジン）におけるシリンダブロックのシリンダ内
を往復運動する。ピストン1には、ピストンピン2を介してアッパリンク3の上端が回転可
能に連結する。アッパリンク3の下端には、連結ピン6を介してロアリンク5が回転可能に
連結する。ロアリンク5には、クランクピン4aを介してクランクシャフト4が回転可能に連
結する。ロアリンク5には、連結ピン8を介して第１制御リンク7の上端部が回転可能に連
結する。第１制御リンク7の下端部は、複数のリンクを有する連結機構9と連結する。連結
機構9は、第１制御軸10、第２制御軸（制御軸）11、第２制御リンク12およびアームリン
ク13を有する。
【０００９】
　第１制御軸10は、内燃機関内部の気筒列方向に沿って配置されたクランクシャフト4と
平行に配置されている。第１制御軸10は、第１ジャーナル部10a、制御偏心軸部10b、偏心
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軸部10c、第１アーム部10dおよび第２アーム部10eを有する。第１ジャーナル部10aは、内
燃機関本体に回転可能に支持されている。制御偏心軸部10bは、第１制御リンク7の下端部
と回転可能に連結する。偏心軸部10cは、第２制御リンク12の一端部12aと回転可能に連結
する。第１アーム部10dの一端は、第１ジャーナル部10aと連結する。第１アーム部10dの
他端は、制御偏心軸部10bと連結する。制御偏心軸部10bは、第１ジャーナル部10aに対し
て所定量偏心した位置にある。第２アーム部10eの一端は、第１ジャーナル部10aと連結す
る。第２アーム部10eの他端は、偏心軸部10cと連結する。偏心軸部10cは、第１ジャーナ
ル部10aに対して所定量偏心した位置にある。第２制御リンク12の他端部12bは、アームリ
ンク13の一端が回転可能に連結する。アームリンク13の他端は、第２制御軸11と連結する
。アームリンク13と第２制御軸11は相対移動しない。第２制御軸11は、後述するハウジン
グ20内に回転可能に収容されている。第２制御リンク12は、レバー形状であり、偏心軸部
10cに連結された一端部12aは、略直線的に形成されている。
【００１０】
　図２は実施形態１の可変圧縮比機構のアクチュエータ40の分解斜視図、図３はアクチュ
エータ40の側面図、図４は図３のS4-S4線矢視断面図である。
  図２の分解斜視図に示すように、第２制御リンク12の他端部12bは、湾曲形成され、ア
ームリンク13が連結されている。第２制御リンク12の一端部12aの先端部には、偏心軸部1
0cが回動自在に挿通される挿通孔12cが貫通形成されている。他端部12bは、先端部12dを
有する。先端部12dには、連結用孔12eが貫通形成されている。アームリンク13は、第２制
御リンク12とは別体に形成されている。アームリンク13は、円環状部13dおよび１対のア
ーム部13b1,13b2を有する。円環状部13dには、圧入用孔13aが貫通形成されている。圧入
用孔13aは、第２制御軸11の各ジャーナル部11c,11d間に形成された固定部11bが圧入され
ている。１対のアーム部13b1,13b2は、円環状部13dから外周に向けて突出する二股状に形
成されている。１対のアーム部13b1,13b2には、連結用孔13cがそれぞれ貫通形成されてい
る。１対のアーム部13b1,13b2の間には、第２制御リンク12の先端部12dが挿通されている
。各連結用孔12e,13c,13cには、連結ピン14が挿入されている。各連結用孔12e,13c,13cの
中心（連結ピン14の軸心）は、第２制御軸11の軸心に対して所定量偏心している。
【００１１】
　アクチュエータ40は、駆動モータ22、波動歯車減速機50、ハウジング20および第２制御
軸11を有する。以下、駆動モータ22のモータ軸48の回転軸線Oに沿う方向を軸方向、回転
軸線Oの放射方向を径方向、回転軸線O周りの方向を周方向という。また、軸方向にX軸を
設定し、X軸方向において、モータ軸48の側から第２制御軸11の側へ向かう方向を正方向
、第２制御軸11の側からモータ軸48の側へ向かう方向をX軸負方向と定義する。
  アクチュエータ40は、駆動モータ22の回転速度を波動歯車減速機50により減速して第２
制御軸11へ伝達することにより、第２制御軸11の回転位置を変更する。第２制御軸11の回
転位置が変更されると、第２制御リンク12の姿勢が変化して第１制御軸10が回転し、第１
制御リンク7の下端部の位置が変更される。これにより、ロアリンク5の姿勢が変化し、ピ
ストン1のシリンダ内におけるストローク位置やストローク量が変わる。この結果、内燃
機関の機関圧縮比を変更できる。
【００１２】
　駆動モータ22は、例えばDCブラシレスモータであり、モータケーシング45、コイル46、
ロータ47およびモータ軸48を有する。モータケーシング45は、有底円筒状に形成され、ハ
ウジング20の第２ハウジング20bに固定されている。コイル46は、モータケーシング45の
内周面に固定されている。ロータ47は、コイル46の内側に回転可能に配置されている。モ
ータ軸48は、ロータ47の中心に固定されている。モータ軸48は、２つのボールベアリング
51,52を介して第２ハウジング20bおよびモータケーシング45に対し回転可能に設けられて
いる。ボールベアリング51は第２ハウジング20bに固定されている。ボールベアリング52
はモータケーシング45の底部に固定されている。モータ軸48のX軸正方向側の先端部48aは
、第２ハウジング20bを貫通し、波動歯車減速機50の波動発生器37の波動発生プラグ371と
連結する。
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【００１３】
　第２制御軸11は、モータ軸48のX軸正方向側に位置し、モータ軸48と同軸である。つま
り、第２制御軸11およびモータ軸48は、同一の回転軸線Oを持つ。第２制御軸11のX軸負方
向側の端部（制御軸第１端部）11aは、波動歯車減速機50の可撓性外歯車36のボス部363と
連結する。
  モータケーシング45は、複数のボス部45aを有する。各ボス部45aには、ボルト49を通す
ボルト穴45bが形成されている。ボルト49が第２ハウジング20bに形成された雌ねじ部20b1
にねじ込まれることにより、モータケーシング45が第２ハウジング20bに固定されている
。モータケーシング45および第２ハウジング20bの内部は、シール100によって潤滑油等を
供給しない乾燥室に維持されている。
【００１４】
　波動歯車減速機50は、ハウジング20に収容されている。波動歯車減速機50は、剛性内歯
車（内歯車）38、可撓性外歯車36および波動発生器37を有する。
  剛性内歯車38は、内周に複数の内歯38aを有する剛体円環状部材である。剛性内歯車38
は、ハウジング20の第１ハウジング20aに固定されている。
  可撓性外歯車36は、剛性内歯車38の径方向内側に配置されている。図５は、実施形態１
の可撓性外歯車36を示す図であり、(a)は正面図、(b)は右側面図、(c)は(a)のc-c線矢視
断面図である。可撓性外歯車36は、金属材料によって形成され、胴部361、底部362および
ボス部（第１ボス部）363を有する。
  胴部361は、撓み変形可能な薄肉の円筒状に形成されている。X軸負方向端部（胴部第２
端部）361bは開口する。胴部361の外周面のX軸負方向側には、外歯364が形成されている
。外歯364は、剛性内歯車38の内歯38aと噛み合う。外歯364の歯数は内歯38aの歯数よりも
2歯少ない。
  底部362は、胴部361のX軸正方向端部（胴部第１端部）361aから径方向内側へ延びる。
底部362の肉厚は胴部361の肉厚と略一致する。
【００１５】
　ボス部363は、底部362からX軸負方向側へ延びる円筒状に形成されている。ボス部363の
X軸負方向端は、胴部361のX軸負方向端よりもX軸正方向側に位置する。つまり、ボス部36
3は、全て胴部361の内側に位置する。また、ボス部363は、X軸負方向側の一部が外歯364
とX軸方向にオーバーラップしている。ボス部363は、その内周に孔部363aを有する。孔部
363aは、その内周面に、周方向に並ぶ複数の波状溝（溝部）363a1を有する。つまり、孔
部363aはスプライン穴であり、波状溝363a1は、スプライン穴の各溝である。孔部363aに
は、第２制御軸11の端部11aが挿入されている。端部11aは、その外周面に、周方向に並び
波状溝363a1と嵌合可能な複数の波状突起（突起部）11a1を有する。つまり、端部11aは、
スプライン軸であり、波状突起11a1は、スプライン軸の各突起である。波状溝363a1およ
び波状突起11a1は、周方向において第２制御軸11とボス部363とを噛み合わせると共に、X
軸方向において第２制御軸11とボス部363との相対移動を許容する結合部101である。波状
溝363a1および波状突起11a1の回転軸線Oと直交する断面の形状は、インボリュート曲線を
用いて形成されている。すなわち、結合部101は、インボリュートスプラインである。波
状溝363a1および波状突起11a1は、径方向に所定のガタを有して噛み合わされている。こ
のため、端部11aは、孔部363aに対して、径方向に所定の範囲だけ相対移動可能である。
【００１６】
　波動発生器37は、その外周面が可撓性外歯車36の内周面に沿って摺動する。波動発生器
37は、波動発生プラグ371およびボールベアリング（転がり軸受）372を有する。波動発生
プラグ371は、回転軸線Oと直交する断面の外形が楕円状であって、回転軸線Oを中心とし
て最も半径の大きい長軸部分および最も半径の小さい短軸部分を有する楕円状外形を有す
る。波動発生プラグ371は、ボールベアリング37aを介して第２ハウジング20bに対し回転
可能に支持されている。波動発生プラグ371は中心に貫通孔371bを有する。貫通孔371bに
は、モータ軸48の先端部48aが圧入されている。波動発生プラグ371のX軸正方向側の端面
は突き当て面371aである。突き当て面371aは、ボス部363と当接し、ボス部363のX軸負方
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向側への移動を規制する。このため、図６に示すように、X軸方向において、ボス部363お
よび突き当て面371a間のクリアランスΔD1は、胴部361のX軸負方向端部361bおよびボール
ベアリング37a間のクリアランスΔD2よりも小さく設定されている。ボールベアリング372
は、波動発生プラグ371の外周および可撓性外歯車36の内周間の相対回転を許容する。図
４に示すように、ボールベアリング372は、内輪372a、外輪372b、複数のボール372cおよ
び保持器372dを有する。内輪372aは、波動発生プラグ371の外周面と一体的に形成されて
いる。外輪372bは、可撓性を有する薄肉の環状に形成され、可撓性外歯車36の内周と接す
る。複数のボール372cは、球状に形成され、内輪372aおよび外輪372b間に配置されている
。保持器372dは、内輪372aおよび外輪372b間に配置され、各ボール372cの間隔を一定に保
持する。
【００１７】
　ハウジング20は、第１ハウジング20aおよび第２ハウジング20bを有し、アルミニウム合
金材料によって略立方体形状に形成されている。第１ハウジング20aのX軸負方向側には大
径円環状の開口溝部20cが形成されている（図４参照）。この開口溝部20cは、第２ハウジ
ング20bにより閉塞される。第２ハウジング20bは、中央位置にモータ軸48が貫通するモー
タ軸貫通孔20dと、径方向外周側に向けて拡径された４つのボス部20eとを有する。第１ハ
ウジング20aと第２ハウジング20bとは、ボス部20eに挿通されたボルト35により締結され
ている。
【００１８】
　第１ハウジング20aにおいて、開口溝部20cよりもX軸正方向側の側面には、アームリン
ク13と連結された第２制御リンク12用の開口（不図示）が形成されている。この開口が形
成された第１ハウジング20aの内部には、アームリンク13および第２制御リンク12の作動
領域となる収容室29が形成されている（図４参照）。X軸方向において、開口溝部20cと収
容室29との間には、第２制御軸11の第２ジャーナル部11dが貫通する支持孔30bが形成され
ている。また、収容室29のX軸正方向側には、第２制御軸11の第１ジャーナル部11cが貫通
する支持孔30aが形成されている。支持孔30aの内周面と第１ジャーナル部11cの外周面と
の間には、軸受部としての軸受301が配置されている。支持孔30bの内周面と第２ジャーナ
ル部11dの外周面との間には、軸受部としての軸受304が配置されている。軸受301および
第１ジャーナル部11c間の径方向のガタ、および軸受304および第２ジャーナル部11d間の
径方向のガタは、波状溝363a1および波状突起11a1間の径方向のガタよりも小さい。
  支持孔30aのX軸正方向側には、リテーナ収容孔31が形成されている。リテーナ収容孔31
の内径は、支持孔30aの内径よりも大きい。リテーナ収容孔31と支持孔30aとは段差面31a
により接続されている。段差面31aは、回転軸線Oと直交する。リテーナ収容孔31には、リ
テーナ350が収容されている。リテーナ350は、円環状に形成され、第２制御軸11が圧入さ
れている。リテーナ350は、段差面31aとX軸方向に当接することにより、第２制御軸11のX
軸負方向側への移動を規制する。
【００１９】
　ハウジング20のX軸正方向端には、角度センサ32が取り付けられている。角度センサ32
は、第２制御軸11の回転角度を検出する。角度センサ32により検出された回転角度は、モ
ータケーシング45に収容された駆動モータ22のコントロールユニット（不図示）へと送ら
れる。角度センサ32は、リテーナ収容孔31をハウジング20の外部から閉塞するように取り
付けられたセンサホルダ32aを有する。センサホルダ32aは、ボルト321により第１ハウジ
ング20aに固定するためのフランジ部32a1を有する。センサホルダ32aおよび第１ハウジン
グ20a間には、シールリング33が設置されている。シールリング33は、リテーナ収容孔31
と外部との間の液密性を確保する。また、センサホルダ32aの外側には、リテーナ収容孔3
1を閉塞するセンサカバー32cを有する。センサカバー32cとセンサホルダ32aとの間には、
シールリング323が設置されている。シールリング323は、リテーナ収容孔31と外部との間
の液密性を確保する。センサカバー32cは、ボルト34によりセンサホルダ32aに締結されて
いる。
  角度センサ32のロータ32bは、楕円環状に形成され、第２制御軸11のX軸正方向側の端部
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（制御軸第２端部）11eに固定されている。角度センサ32は、いわゆるレゾルバであって
、ロータ32bの回転に伴うセンサホルダ32aの内周とロータ32bの外周との距離の変化を検
知コイル（不図示）のインダクタンス変化により検出する。これにより、ロータ32bの回
転位置、すなわち第２制御軸11の回転角度を検出する。
【００２０】
　第２制御軸11の外周面において、端部11aのX軸正方向側には、フランジ（規制部）11f
が形成されている。フランジ11fは、可撓性外歯車36のボス部363と当接し、可撓性外歯車
36のX軸正方向への移動を規制する。フランジ11fの外径は、ボス部363の外径よりも小さ
い。端部11aは、フランジ11fとの連結部分において、径方向内側に凹む環状の逃げ溝（溝
）11gを有する。
  第２制御軸11は、供給油路111を有する。供給油路111は、軸心油路111aおよび径方向油
路111bを有する。軸心油路111aは、第２制御軸11の中心をX軸方向に延び、第２制御軸11
のX軸負方向端に開口する。軸心油路111aには、第１ハウジング20aに形成された油路（不
図示）を介して、図外のオイルポンプから圧送された潤滑油が導入される。軸心油路111a
のX軸負方向端には、オリフィス111cが取り付けられている。軸心油路111a（オリフィス1
11c）のX軸負方向端から第２制御軸11の外部に流出した潤滑油は、波動発生器37および結
合部101の潤滑に供される。径方向油路111bは、軸心油路111aから径方向外側へ延び、逃
げ溝11gに開口する。軸心油路111aから第２制御軸11の外部に流出した潤滑油は、波動発
生器37および結合部101の潤滑に供される。
【００２１】
　次に、実施形態１の作用効果を説明する。
  実施形態１のアクチュエータ40において、ボス部363は、底部362から少なくとも一部が
X軸負方向側へ延びて第２制御軸11と連結する。つまり、ボス部363の少なくとも一部は、
胴部361の径方向内側に位置する。このため、胴部361の回転軸線に沿う方向において、ボ
ス部が底部を挟んで胴部361と反対側へ配置された従来のアクチュエータと比べて、可撓
性外歯車36の軸長を短くできる。この結果、アクチュエータ40の軸長を短縮化でき、車両
搭載レイアウトの自由度を向上できる。
  また、上記従来のアクチュエータと比べて、X軸方向における内歯38aと外歯364との噛
み合い位置からボス部363までの距離を短くできる。このため、可撓性外歯車36の楕円変
形時において、内歯38aと外歯364との噛み合い位置を支点とした場合、力点（ボス部363
）までのX軸方向の距離を短くできる。これにより、図６に示すように、可撓性外歯車36
における強度最弱部位である、底部362とボス部363との連結部分（隅R部分）Aに作用する
楕円変形応力を抑えられる。この結果、許容トルクが増大し、より高トルクに対応した強
度が得られるため、内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュエータとして有利となる。
【００２２】
　実施形態１のアクチュエータ40は、第２制御軸11およびボス部363に設けられ、第２制
御軸11とボス部363とが噛み合う結合部101を有する。内燃機関の作動時、内燃機関の膨張
行程における爆発力は可変圧縮比機構を介して第２制御軸11に径方向の荷重を与える。こ
のとき、従来のアクチュエータでは、第２制御軸がボス部に固定されているため、可変圧
縮比機構側から径方向の荷重を受けて第２制御軸が撓むと、可撓性外歯車の胴部361は回
転軸線に対して傾く。可撓性外歯車が傾くと、外歯と内歯との噛み合いが悪化すると共に
、波動発生器のベアリングに作用する負荷が大きくなるため、伝達効率の低下を招く。こ
れに対し、実施形態１では、第２制御軸11が撓んで端部11aが径方向に移動した場合であ
っても、結合部101により端部11aの径方向変位を吸収できるため、可撓性外歯車36の傾き
が抑えられる。これにより、外歯364と内歯38aとの噛み合いが良好に維持されると共に、
ボールベアリング372に作用する負荷を小さくできるため、伝達効率の低下を抑制できる
。この結果、駆動モータ22の出力トルクの伝達ロスが小さくなるため、駆動モータ22の消
費電力を抑制できる。
【００２３】
　結合部101は、第２制御軸11の外周面に設けられた波状突起11a1と、ボス部363の内周面
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に設けられた波状溝363a1とを有し、波状突起11a1と波状溝363a1とは、径方向にガタを有
する。これにより、結合部101は、径方向のガタによって第２制御軸11の撓みに起因する
端部11aの径方向変位を吸収できる。
  結合部101は、第２制御軸11およびボス部363間のX軸方向の相対移動を許容する。内燃
機関の作動時、第２制御軸11は、内燃機関の膨張行程における爆発力に起因して可変圧縮
比機構から逆入力を受ける。このとき、現在の圧縮比を維持するために、駆動モータ22の
出力トルクで逆入力トルクを打ち消す場合、胴部361が捩れてX軸方向の荷重が発生する。
ここで、上記従来のアクチュエータでは、X軸方向の荷重により胴部361がX軸方向に変位
したとき、第２制御軸に固定されたボス部363はX軸方向に移動しないため、底部362とボ
ス部363との連結部分の隅に応力集中が生じるおそれがあった。これに対し、実施形態１
では、ボス部363が第２制御軸11に対しX軸方向に移動可能であるため、ボス部363は胴部3
61に追従してX軸方向に変位可能である。これにより、底部362とボス部363との連結部分A
に生じる応力集中を緩和できる。
【００２４】
　結合部101において、波状突起11a1は、スプライン軸（端部11a）の各突起であり、波状
溝363a1は、スプライン穴（孔部363a）の各溝である。つまり、第２制御軸11とボス部363
との連結は、スプライン嵌合である。スプライン嵌合は、周方向に多数の噛み合い部を持
つため、可変圧縮比機構のように、内燃機関側からトルク入力を受けた状態で第２制御軸
11を正逆回転させたり、一定の角度を維持したりするような使われ方をするものにおいて
、第２制御軸11の傾きや径方向変位によらず、第２制御軸11およびボス部363間のトルク
伝達状態を保持できる。また、従来のアクチュエータでは、底部を挟んで胴部361と反対
側にボス部363があるため、可撓性外歯車の楕円変形時に胴部361とボス部363との連結部
分に応力が集中して破損しやすい。内側にボス部363を設置することでスプライン嵌合で
の強度を満足させつつ、可撓性外歯車36で衝撃荷重を吸収し、各噛み合い部に発生する異
音を低減できる。
  端部11aおよび孔部363aは、インボリュートスプラインである。これにより、第２制御
軸11を正逆回転させたり、一定の角度を維持したりする際、可撓性外歯車36にトルク負荷
が作用したとき、第２制御軸11の回転軸線と可撓性外歯車36の回転軸線とを一致させる方
向の力が作用して自動調心される。この結果、スプライン嵌合の各噛み合い部における摩
耗を抑制できる。また、組み付け時にも第２制御軸11と可撓性外歯車36とが自動調心され
るため、第２制御軸11と可撓性外歯車36との軸ずれを抑制でき、性能の安定性に優れてい
る。
【００２５】
　第２制御軸11の端部11aは、胴部361の径方向内側でボス部363の孔部363aに挿入されて
いる。つまり、第２制御軸11とボス部363との結合部101が胴部361とX軸方向にオーバーラ
ップしているため、アクチュエータ40の軸長を短縮化できる。
  ボス部363は、X軸負方向側へ移動したとき波動発生器37と当接可能である。これにより
、ボス部363が可撓性外歯車36の抜け止めとして機能し、可撓性外歯車36の端部11aからの
脱落を防止できる。
  波動発生器37は、ボス部363のX軸負方向側への移動を規制する突き当て面371aを有する
。これにより、可撓性外歯車36のX軸負方向側への移動を許容しつつ、その移動範囲を規
制でき、可撓性外歯車36の端部11aからの脱落を防止できる。
【００２６】
　第２制御軸11は、底部362のX軸正方向側への移動を規制するフランジ11fを有する。こ
れにより、可撓性外歯車36のX軸正方向側への移動を許容しつつ、その移動範囲を規制で
きる。この結果、可撓性外歯車36のハウジング20または軸受304との摺接に起因する、機
関圧縮比の制御機能低下および摺接部位の損傷を防止できる。なお、第２制御軸11と可撓
性外歯車36は一体的に回転するため、機関圧縮比の制御機能低下や摺接部位の損傷は生じ
ない。
  フランジ11fの外径は、ボス部363の外径よりも小さい。これにより、フランジ11fとの
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突き当て状態のとき、フランジ11fから受けるスラスト荷重が底部362の薄肉部分に入力さ
れるのを防げるため、可撓性外歯車36の破損を抑制できる。
  ボス部363は、全て胴部361の径方向内側にある。つまり、ボス部363が全長に亘り胴部3
61とX軸方向にオーバーラップしているため、アクチュエータ40の軸長を短縮化できる。
【００２７】
　第２制御軸11は、胴部361の径方向内側へ開口し、胴部361の径方向内側に潤滑油を供給
する供給油路111を有する。これにより、可撓性外歯車36の径方向内側から、外歯364と内
歯38aとの噛み合い位置および波動発生器37のボールベアリング372に潤滑油を供給できる
。実施形態１では、ボス部363が胴部361の径方向内側に位置するため、X軸方向において
、第２制御軸11の端部11aと上記被潤滑部位との距離を詰められる。よって、供給油路111
と被潤滑部位との距離が近いため、より近くから潤滑油を供給でき、潤滑性を向上できる
。加えて、可撓性外歯車36はカップ状であるため、内側に潤滑油が溜まりやすく、潤滑効
果を向上できる。また、供給油路111は、波状溝363a1および波状突起11a1間の径方向のガ
タを介して結合部101に潤滑油を供給できるため、スプライン嵌合の各噛み合い部におけ
る摩耗を抑制できる。
【００２８】
　第２制御軸11の端部11aは、フランジ11fとの連結部分において、径方向内側に凹む環状
の逃げ溝11gを有する。ここで、仮にボス部363側に面取りやR部等の逃げ形状を設けた場
合、薄肉部分（底部362）とのつながりに近い部分の肉厚が薄くなり、強度が低下するお
それがある。これに対し、第２制御軸11側に逃げ溝11gを設けたことにより、ボス部363の
根元部分（X軸正方向端部）における肉厚を確保でき、ボス部363の強度低下を抑制できる
。また、ボス部363のフランジ11fに対する当接面積が大きくなるため、スラスト荷重に対
する耐久性を向上できる。
  ボス部363は、少なくとも一部が外歯364とX軸方向にオーバーラップする。これにより
、アクチュエータ40の軸長を短縮化できる。また、X軸方向における内歯38aと外歯364と
の噛み合い位置からボス部363までの距離を短くできるため、底部362とボス部363との連
結部分Aに作用する楕円変形応力を抑制できる。
  波状溝363a1および波状突起11a1間の径方向のガタは、軸受301および第１ジャーナル部
11c間の径方向のガタ、および軸受304および第２ジャーナル部11d間の径方向のガタより
も大きい。これにより、第２制御軸11が撓んだ場合であっても、波状突起11a1の先端が波
状溝363a1の底部に当たらないため、伝達効率の低下を抑制できる。
【００２９】
　〔実施形態２〕
  実施形態２の基本的な構成は実施形態１と同じであるため、実施形態１と相違する部分
のみ説明する。
  図７は、実施形態２のアクチュエータ40を示す図４の要部拡大図である。
  実施形態２では、X軸方向において、ボス部363および突き当て面371a間のクリアランス
ΔD1は、胴部361のX軸負方向端部361bおよびボールベアリング37a間のクリアランスΔD2
よりも大きく設定されている。このため、実施形態２では、可変圧縮比機構36がX軸負方
向側へ移動した場合、胴部361のX軸負方向端部361bは、ボールベアリング37aの外輪37a1
のX軸正方向側の端面である突き当て面37a1aに当接し、X軸負方向側への移動が規制され
る。
  実施形態２のハウジング20は、胴部361のX軸負方向側への移動を規制する突き当て面37
a1aを有する。これにより、可撓性外歯車36のX軸負方向側への移動を許容しつつ、その移
動範囲を規制でき、可撓性外歯車36の端部11aからの脱落を防止できる。
【００３０】
　〔実施形態３〕
  実施形態３の基本的な構成は実施形態１と同じであるため、実施形態１と相違する部分
のみ説明する。
  図８は、実施形態３の可撓性外歯車36を示す図５(a)のc-c線矢視断面図である。
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  可撓性外歯車36は、底部362からX軸負方向側へ延びる第１ボス部3632、底部362からX軸
正方向側へ延びる第２ボス部3633を有する。第１ボス部3632および第２ボス部3633の外径
および底部362からのX軸方向長さは同じである。第１ボス部3632および第２ボス部3633は
、その内周に孔部363aを有する。孔部363aは、その内周面に、波状溝（溝部）363a1を有
する。
  実施形態３では、底部362からX軸負方向側へ延びる第１ボス部3632と、底部362からX軸
正方向側へ延び、第１ボス部3632と共に第２制御軸11と連結する第２ボス部3633と、を有
する。これにより、第２ボス部3633を設けない場合と比べて、可撓性外歯車36における第
２制御軸11との連結部分をX軸方向に長く取れるため、可撓性外歯車36の耐トルク性を向
上できる。
【００３１】
　〔実施形態４〕
  実施形態４の基本的な構成は実施形態１と同じであるため、実施形態１と相違する部分
のみ説明する。
  図９は、実施形態４の可撓性外歯車36を示す図であり、(a)は正面図、(b)は右側面図、
(c)は(a)のc-c線矢視断面図である。なお、図９(a)には、第２制御軸11の端部11aの正面
図を記載している。
  端部11aは、その外周面に、４個のキー（突起部）11a2を有する。各キー11a2は、周方
向に等間隔で並ぶ。キー11a2は、矩形状に形成され、X軸方向に延びる。孔部363aは、そ
の内周面に、４個のキー溝（溝部）363a2を有する。各キー溝363a2は、周方向に等間隔で
並ぶ。各キー溝363a2は、対応するキー11a2が嵌合する。キー11a2およびキー溝363a2は、
周方向において第２制御軸11とボス部363とを噛み合わせると共に、X軸方向において第２
制御軸11とボス部363との相対移動を許容する結合部101である。
  実施形態４では、結合部101がキー11a2およびキー11a2と嵌合するキー溝363a2を有する
ため、スプライン嵌合と比べて、第２制御軸11とボス部363とが互いに径方向に相対移動
可能、かつ回転力を伝達可能な構造を容易に形成できる。
  キー11a2およびキー溝363a2は、周方向に複数あるため、第２制御軸11を特定の回転角
度で保持した際、各キー11a2およびキー溝363a2に作用する荷重を分散できる。この結果
、各キー11a2およびキー溝363a2の耐久性を向上できる。
【００３２】
　〔他の実施形態〕
  以上、本発明を実施するための実施形態を説明したが、本発明の具体的な構成は実施形
態の構成に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等があって
も本発明に含まれる。
  例えば、本発明のアクチュエータは、内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュエータとし
て特に好適であるが、内燃機関においてクランク軸からのトルク伝達によりカム軸が開閉
する動弁のバルブタイミングを調整するバルブタイミング調整装置にも適用可能である。
  可撓性外歯車に潤滑油を供給する供給油路を、ハウジングに設けてもよい。
  また、波動発生プラグの外径は必ずしも楕円状に限られず、例えば角が円弧状に形成さ
れた三角形状などの多角形状であってもよい。
【００３３】
　以上説明した実施形態から把握し得る技術的思想について、以下に記載する。
  内燃機関の可変圧縮比機構のアクチュエータは、その一つの態様において、モータ軸を
回転させる駆動モータと、前記モータ軸と一体に回転し、前記モータ軸の回転軸線と直交
する断面の外形が非円形である波動発生器と、所定角度範囲で回転することで前記内燃機
関の可変圧縮比機構の姿勢を変化させる制御軸に連結される有底円筒状の可撓性外歯車で
あって、胴部と、底部と、外歯と、第１ボス部と、を有し、前記胴部は、前記波動発生器
の回転により非円形に撓み変形可能な可撓性を有する筒状に形成され、前記底部は、前記
回転軸線に沿う方向を軸方向としたとき、前記軸方向において、前記胴部の両端部である
胴部第１端部および胴部第２端部のうち前記胴部第１端部に設けられ、前記外歯は、前記
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回転軸線の放射方向を径方向としたとき、前記径方向において、前記胴部の外側の面に設
けられ、前記第１ボス部は、前記軸方向において、前記底部から少なくとも一部が前記胴
部第２端部の側へ延びて前記制御軸と連結する、前記可撓性外歯車と、撓み変形された前
記胴部の前記外歯と噛み合う内歯車と、を有する。
【００３４】
　より好ましい態様では、上記態様において、前記第１ボス部は、その内周に、前記軸方
向において、前記制御軸の両端部である制御軸第１端部および制御軸第２端部のうち前記
制御軸第１端部が挿入された孔部を有し、前記制御軸第１端部は、前記径方向において、
前記胴部の内側に挿入されている。
  別の好ましい態様では、上記態様のいずれかにおいて、前記第１ボス部と前記制御軸と
の連結は、スプライン嵌合である。
  さらに別の好ましい態様では、上記態様のいずれかにおいて、前記第１ボス部は、前記
軸方向において、前記波動発生器と当接可能である。
  さらに別の好ましい態様では、上記態様のいずれかにおいて、前記制御軸は、前記軸方
向において、前記第１ボス部と当接可能であり、前記可撓性外歯車の前記胴部第２端部か
ら前記胴部第１端部へ向かう側への移動を規制する規制部を有する。
  さらに別の好ましい態様では、上記態様のいずれかにおいて、前記規制部は、前記底部
と当接可能なフランジであって、前記径方向において、前記フランジの外径は、前記第１
ボス部の外径以下である。
【００３５】
　さらに別の好ましい態様では、上記態様のいずれかにおいて、前記第１ボス部は、前記
径方向において、全て前記胴部の内側にある。
  さらに別の好ましい態様では、上記態様のいずれかにおいて、前記可撓性外歯車は、前
記軸方向において、前記底部から前記胴部第１端部の側へ延び、前記第１ボス部と共に前
記制御軸と連結する第２ボス部を有する。
  さらに別の好ましい態様では、上記態様のいずれかにおいて、前記波動発生器は、前記
径方向において、前記可撓性外歯車の内周と接する転がり軸受を有し、前記制御軸は、前
記径方向において、前記胴部の内側へ潤滑油を供給する供給油路を有する。
  さらに別の好ましい態様では、上記態様のいずれかにおいて、前記制御軸は、前記軸方
向において、前記可撓性外歯車の移動を規制する規制部と、前記規制部から前記胴部第２
端部の側へ延びて前記第１ボス部に挿入される制御軸第１端部と、を有し、前記制御軸第
１端部は、前記規制部との連結部分において、前記径方向の内側に凹む溝を有する。
  さらに別の好ましい態様では、上記態様のいずれかにおいて、前記第１ボス部は、前記
軸方向において、少なくとも一部が前記外歯とオーバーラップする。
【００３６】
　また、他の観点から、内燃機関用機器に用いられるアクチュエータは、ある態様におい
て、モータ軸を回転させる駆動モータと、前記モータ軸と一体に回転し、前記出力軸の回
転軸線と直交する断面の外形が非円形である波動発生器と、所定角度範囲で回転すること
で前記内燃機関用機器の姿勢を変化させる制御軸に連結される有底円筒状の可撓性外歯車
であって、胴部と、底部と、外歯と、第１ボス部と、を有し、前記胴部は、前記波動発生
器の回転により非円形に撓み変形可能な可撓性を有する筒状に形成され、前記底部は、前
記回転軸線に沿う方向を軸方向としたとき、前記軸方向において、前記胴部の両端部であ
る胴部第１端部および胴部第２端部のうち前記胴部第１端部に設けられ、前記外歯は、前
記回転軸線の放射方向を径方向としたとき、前記径方向において、前記胴部の外側の面に
設けられ、前記第１ボス部は、前記軸方向において、前記底部から少なくとも一部が前記
胴部第２端部の側へ延びて前記制御軸と連結する、前記可撓性外歯車と、撓み変形された
前記胴部の前記外歯と噛み合う内歯車と、を有する。
【符号の説明】
【００３７】
O　回転軸線
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11　第２制御軸（制御軸）
11a　端部（制御軸第１端部）
11e　端部（制御軸第２端部）
11g　逃げ溝（溝）
20　ハウジング
22　駆動モータ
36　可撓性外歯車
361　胴部
361a　X軸正方向端部（胴部第１端部）
361b　X軸負方向端部（胴部第２端部）
362　底部
363　ボス部（第１ボス部）
363a　孔部
3632　第１ボス部
3633　第２ボス部
364　外歯
37　波動発生器
372　ボールベアリング（転がり軸受）
38　剛性内歯車（内歯車）
40　アクチュエータ
48　モータ軸
111　供給油路

【図１】 【図２】
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